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お らせ知
information

児
童
扶
養
手
当
と
は

　

父
母
の
離
婚
な
ど
で
、
父
ま
た
は
母

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
が

育
成
さ
れ
る
家
庭
（
ひ
と
り
親
家
庭
）

の
生
活
の
安
定
と
自
立
の
支
援
、
児
童

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

受
給
資
格
者

　

次
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
18
歳
に
達

す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
（
一

定
の
障
害
が
あ
る
場
合
は
20
歳
の
誕
生

月
）
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父

親
ま
た
は
母
親
、
あ
る
い
は
父
や
母
に

代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る

方
で
す
。

　

国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
が
、
外
国
籍
の

方
は
外
国
人
登
録
を
し
、
一
定
の
在
留

資
格
が
あ
る
方
に
限
り
ま
す
。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③�

父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害
に
あ
る

児
童

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
不
明
の
児
童

⑤�

父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き
１
年
以

上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童

⑥�

父
ま
た
は
母
が
引
き
続
き
１
年
以
上

拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

⑦
未
婚
の
父
ま
た
は
母
の
児
童

⑧�
生
ま
れ
た
と
き
の
事
情
が
不
明
で
あ

る
児
童

　

こ
れ
ら
の
条
件
に
該
当
し
て
も
、
国

内
に
住
所
が
な
か
っ
た
り
、
公
的
年
金

な
ど
を
受
給
し
て
い
る
、
又
は
受
給
で

き
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

申
　
請

　

次
の
書
類
を
添
え
て
認
定
請
求
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

１�

請
求
者
と
対
象
児
童
の
戸
籍
謄
本

（
外
国
人
の
方
は
、
在
留
資
格
の
明

記
さ
れ
た
登
録
済
証
明
書
、
受
給
資

格
に
係
る
事
実
を
明
ら
か
に
で
き
る

書
類
（
要
邦
訳
）
を
添
付
）

２�

請
求
者
と
対
象
児
童
が
含
ま
れ
る
世

帯
全
員
の
住
民
票
謄
本

３
そ
の
ほ
か
必
要
書
類

※
印
鑑
（
自
動
印
不
可
）
を
必
ず
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。　

所
得
に
よ
る
支
給
制
限

　

受
給
者
本
人
ま
た
は
扶
養
義
務
者
の

前
年
の
所
得
に
よ
り
、

　

①
全
額
支
給
の
方
、
②
一
部
支
給
の

方
、
③
全
額
支
給
停
止
の
方
に
分
か
れ

ま
す
。

※
平
成
22
年
８
月
〜
11
月
分
の
手
当
の

支
給
は
、
12
月
と
な
り
ま
す
。

※
事
実
婚
が
あ
る
場
合
、
手
当
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。
事
実
婚
と
は
児
童
扶
養

手
当
法
上
の
独
特
の
概
念
で
、
社
会
通

念
上
、
当
事
者
間
に
夫
婦
と
し
て
共
同

生
活
と
認
め
ら
れ
る
事
実
関
係
（
ひ
ん

ぱ
ん
な
定
期
的
訪
問
・
定
期
的
な
生
活

費
の
補
助
な
ど
。
同
居
の
有
無
は
問
わ

な
い
）が
存
在
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

法
律
上
の
婚
姻
が
な
い
場
合
で
も
こ
れ

に
該
当
す
る
と
き
は
、
手
当
を
返
還
し

て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
さ

れ
て
い
る
方
は
、
必
ず
現
況
届
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
８
月
分
か

ら
の
手
当
を
受
給
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
ま
た
、
提
出
し
な
い
で
２
年
を
経

過
す
る
と
手
当
を
受
け
る
資
格
が
な
く

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間　

８
月
２
日
㈪
～
31
日
㈫

※
５
年
（
７
年
）
経
過
者
の
方
に
つ
い

て
は
「
児
童
扶
養
手
当
一
部
支
給
停
止

適
用
除
外
事
由
届
出
書
」
の
提
出
も
併

せ
て
お
願
い
し
ま
す
。（
該
当
者
に
は

現
況
届
と
併
せ
て
書
類
を
送
付
し
て
あ

り
ま
す
。）

　
・
提
出
先

子
育
て
支
援
課
児
童
家
庭
係
（
松
尾
Ｉ

Ｔ
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

　
　
　
　
　

☎
０
４
７
９
（80）
８
３
６
６

８
月
１
日
か
ら
、父
子
家
庭
に
も
児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す

今
月
は
現
況
届
の
提
出
月
で
す

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
自
立
を
支
援
す
る
た
め
、
平
成
22
年
８
月
１
日
か
ら
父

子
家
庭
に
も
児
童
扶
養
手
当
て
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
申
請
（
認
定
請
求
）
が
必
要
で
す
。
お

早
め
に
お
問
い
合
わ
せ
の
上
、
平
成
22
年
11
月
30
日
ま
で
に
忘
れ
ず
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。（
11
月
30
日
を
過
ぎ
る
と
、
申
請
の
翌
月
分
か
ら
支
給
に
な
り

ま
す
。）

問


